
 
資料１ 

 

地域医療確保に関する国と地方の協議の場の開催について 

 

 

 

１．趣旨 

  2025 年の地域医療構想の実現に向け、医師偏在対策、医療従事

者の働き方改革も含め三位一体で推進し、総合的な医療提供体制

改革を実施する必要がある。そのためには、国と地方が共通の認識

をもって取組を進めることが重要であることから、地域医療確保

に関する事項について協議を行うため、「地域医療確保に関する国

と地方の協議の場」（以下「協議の場」という。）を開催する。 

 

２．構成 

協議の場は、別紙に掲げる者をもって構成する。 

 

３．協議事項 

協議の場における協議事項は、以下のとおりとする。 

（１）地域医療構想 

（２）医師の地域偏在対策 

（３）医師の働き方改革 

 

４．その他 

（１）協議の場の庶務は、厚生労働省の協力を得て、総務省において

処理する。 

（２）前各項に定めるもののほか、協議の場の運営に関する事項その

他必要な事項は、協議の場で決定する。 
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